
資料 ６

志木市国民健康保険条例及び志木市助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 旧

（志木市国民健康保険条例の一部改正）

（出産育児一時金） （出産育児一時金）

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主

に対し出産育児一時金として４８８，０００円を支給する。ただし、市

長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに３

０，０００円を上限として加算するものとする。

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主

に対し出産育児一時金として４０８，０００円を支給する。ただし、市

長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに３

０，０００円を上限として加算するものとする。

２ 略 ２ 略

（志木市助産の実施又は母子保護の実施に係る費用徴収条例の一部改正）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

略 略

備考 備考

１～７ 略 １～７ 略

８ 助産の実施を希望する妊産婦が次の(1)又は(2)のいずれかに該

当する場合は、助産を行わない。

８ 助産の実施を希望する妊産婦が次の(1)又は(2)のいずれかに該

当する場合は、助産を行わない。

(1) 略 (1) 略

(2) 助産の実施を希望する妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階

層又はＢ階層である場合を除き、当該妊産婦が加入する社会保険

において４８８，０００円以上の出産に関する給付（以下「出産

育児一時金」という。）を受けることができるとき。

(2) 助産の実施を希望する妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階

層又はＢ階層である場合を除き、当該妊産婦が加入する社会保険

において４０８，０００円以上の出産に関する給付（以下「出産

育児一時金」という。）を受けることができるとき。

９ 略 ９ 略


